
学生共済会では会員（学生）のサポート充実を目的として、全ての会員（学生）
を対象として『個人賠償責任補償特約セット傷害総合保険（引受会社：損害保険
ジャパン株式会社、以下、損保ジャパン）』に加入しています。
これにより≪自転車で走行中、他人にケガをさせてしまった≫≪買い物中に商

品を壊してしまった≫等の賠償責任事故が補償されます。
また、２４時間補償および示談交渉付きですので、学生の日常生活で起こる万

が一に対応します。

千葉工業大学学生共済会学生補償サポート制度

■補償内容と保険金額
加入している補償内容は以下の通りです。
※任意加入の学生総合補償（損保ジャパン）と相違する補償内容がありますので
ご注意ください。

担保項目・補償内容 保険金額

他人への
賠償 個人賠償責任補償

国内外を問わず、日常生活上、
誤って他人にケガをさせたり、
他人の財物を壊した際の損害賠
償金および費用（訴訟費用等）
を補償します。会員（学生）と
生計を共にする同居の親族等も
被保険者になります。

１億円

ケガの補償 死亡・
後遺障害補償

ケガで死亡したときおよび後遺
障害を被ったときに補償します。 １０万円

■保険期間
保険期間は本校在学期間中となります。
なお、退学・除籍された場合の責任終了日はその日の午後４時までとなります。



■例えば、こんな時に保険の対象となります。

※会員の事故で一番多いのは自転車走行中、他人をケガさせてしまったり、他人が運転
している自動車と衝突してしまう事例です。
会員の事故でも１００万円超の賠償金を支払う事例も起こっており、会員以外の千葉
県内の事故でも千葉県内で学生が自転車走行中、歩行者と衝突し、相手方に後遺障害
が発生、約５，０００万円の賠償金を支払った事例も発生しています。

■事故報告方法

（ご注意）
自動車・バイク（原動機付自転
車含む）等の事故による賠償は
補償対象外となります。
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